
　病気やけがをしたとき、医療機関等にマイナ保険証または資格確認書を提示すると、
医療費の一部（自己負担）を支払うだけで、診療を受けることができ、残りの費用を国
保が負担します。

　70歳から74歳までの人には、医療費の負担割合が記載された資格確認書または資格
情報のお知らせが交付されます（交付対象者については８ページ参照）。

　70歳になる月（１日生まれの人は誕生日の
前月）の下旬に資格確認書または資格情報の
お知らせをお送りしますので、70歳の誕生
日の翌月１日（１日生まれの人は誕生日）から
使用してください。

ただし現役並み所得世帯（11～12ページ）は３割







世帯主と、世帯の加入者全員の各種収入から
必要経費・控除（年金控除は80.67万円とする）
を差し引いた所得（※2）がすべて０円となる。

した人などは申請が必要となります。



令和６年３月31日～令和７年３月30日 令和８年７月まで

令和７年３月31日～令和８年３月30日 令和９年７月まで

令和８年３月31日～令和９年３月30日 令和10年７月まで

★軽減期間中に職場の社会保険に加入する等して国保の資格を喪失した場合は、その日で軽減措置が終了します。軽減期間中に職場の社会保険に加入する等して国保の資格を喪失した場合は、その日で軽減措置が終了します。



令和８年



令和８年



70歳から74歳の一般所得世帯および現役並み所得世帯Ⅲの人については、認定証は発行されません。
マイナ保険証または資格確認書を医療機関等の窓口に提示するだけで、1か月の医療費の窓口支払い
が自己負担限度額までとなります。



１食510円

１食240円

１食510円

１食240円

１食190円

300円



　毎年８月１日から翌年７月31日までの「医療費の自己負担額」と「介護サービスの利用
者負担額」の合計額が限度額を超えた場合に支給されます。
　該当する世帯には申請の案内が送付されます。

70歳から74歳の人のみの世帯（年間）70歳未満の人を含む世帯（年間）



　　・診療内容明細書、領収明細書の翻訳文（外国語で記載されている場合）





　65歳から69歳までの方で一定の要件を満たすと、申請により市の医療費助成
が受けられます。
対  象  者   次の１、２いずれかに該当する、前年所得が135万円以下の人
 １.　常時ひとり暮らし
 ２.　３か月以上寝たきりで日常生活に介助が必要
 申請時に親族との定期的な交流の有無などの聞き取り調査をします。
助成内容  医療費の自己負担割合が２割になります。（通常は３割）
申請・お問い合わせ先 　各区区民生活課／窓口サービス課（給付担当）

北区 東区 中央区 江南区
025（387）1275 025（250）2265 025（223）7149 025（382）4235

秋葉区 南区 西区 西蒲区
0250（25）5676 025（372）6135 025（264）7243 0256（72）8336

老人医療費助成制度
ご存じですか？

■受取代理制度について
　受取代理制度とは、直接支払制度が利用できない医療機関で出産する場合、医療機関
が被保険者に代わり出産育児一時金を受け取る制度です。
　出産前に制度の利用可否について直接医療機関に確認の上、区役所等の窓口で手続き
を行ってください。



　服用する薬が多いと副作用が出ることがあります。お薬手帳を１冊にまとめて、
服用している薬を薬剤師等に確認してもらいましょう。マイナ保険証を利用する
と、服薬情報や健康診断の結果が確認できるようになるため、身体の状態や他の
病気を推測して治療に役立てることができます。

国保が負担する医療費の一部は、加入者の保険料でまかなっているため、医療費の増
加は、将来の保険料の増加につながります。

（詳しくは36ページへ）



令和７年12月～令和８年11月診療分 令和９年２月

令和８年６月調剤分 令和８年９月
令和８年10月調剤分 令和９年１月


